
【対象者の主な要件】
☑ 市外から移住した
☑ 市内に住宅を取得した
☑ ４０歳未満である
上記のすべての要件に該当した方が支援金の対象となります

詳細は深谷市移住支援金交付要綱をご確認ください

移住支援金の対象になりません

上限 10万円
引越支援

該当
しない

該当
する

上限 10万円
テレワーク支援

合計 12万円
新生活支援

基本額と加算額の合計を地域通貨ネギーで支給

合計で最大32万円分の支援金を支給

☑ 引越しをした

☑ テレワークを始めた

以下の条件に応じて

基本額と加算額の合計を地域通貨ネギーで支給
以下の条件に応じて

基本額と加算額の合計を地域通貨ネギーで支給
☑ 市の住民基本台帳に登録がある
☑ １８歳未満の子供がいる
☑ 県外から移住した
☑ 過去に深谷市に住所があった

基本額３万円
子ども加算３万円
県外加算３万円
Ｕターン加算３万円

※引越支援、テレワーク支援、新生活支援の全てに該当した場合の合計金額です

※

賃貸は
対象外

深谷市移住支援金
支援金額の確認シート


